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近江八幡市：202６年５月 13日＜初版＞ 

202６年５月 18日＜一部改訂版＞ 

近江八幡市地域おこし協力隊（沖島）募集要項 

 

 沖島は、近江八幡市の対岸から約 1.5km に浮かぶ琵琶湖最大の島であり、日本で唯

一の淡水湖内の有人離島です。人口はおよそ 2００人で、島民の約 5割の方が漁業に従

事されています。 

 近年、外来魚の増加や水質悪化等により漁獲高が大幅に減少しており、漁業後継者の

不足、若者の島外流出や島民の高齢化が大きな問題となり、空き家も増加しています。 

 このような状況を背景に、2013年 7月に離島振興対策実施地域の指定を受け、島民

が一丸となって島の振興に取組むため、沖島町離島振興推進協議会を設立し、持続可能

な島づくりに取組んでいます。この取組みの成果もあり、沖島を訪れる観光客は、年間

で約３０,000人となるなど、10年間で倍増しています。 

 一方で、観光需要への対応や通船等の交通対策などの課題が生じています。また、未

活用のまま老朽化していく空き家への対応は急務ですが、法的制限や離島固有の事情か

ら、解決困難な課題があります。こうした課題の多さ・複雑さから、離島振興推進協議

会を中心とした島民主体での対応は困難な状況となってきています。 

 そこで、沖島コンシェルジュとして、沖島町離島振興推進協議会や地域住民、関係団

体等と連携しながら、空き家活用や移住促進、観光・体験コンテンツづくり、情報発信、

交流・関係人口の創出などに取り組む「地域おこし協力隊」を募集します。地域に寄り

添い、島民とともに考え、行動しながら、沖島の暮らしと魅力を未来へつないでいく意

欲ある方の応募をお待ちしています。 

 

1. 活動内容 

主な活動内容は以下の２つになります。なお、以下の活動例は一例であり、具体的

な活動内容については、採用後に市と協議のうえ決定します。 

 

(ア) 移住促進コンシェルジュ（空き家利活用・情報整理） 

島内における空き家等を資源として活用するため、空き家の状況整理をし、空

き家活用の筋道を立てつつ、地域全体で持続的に運用できる仕組みづくりや、

島内の活動団体と連携・協力し、移住希望者への相談支援を行います。 

＜主な活動例＞ 

 ・空き家所有者への意向確認や情報整理 

 ・利活用可能な物件の掘り起こし 

 ・移住体験やお試し滞在の企画・運営 

 ・移住希望者からの相談対応 

 ・地域住民との交流機会づくり 

 ・持続的に運営可能な空き家活用体制の検討 など 
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(イ) 沖島プロモーション（体験・観光コンテンツづくり） 

増加する観光需要への対応とするため、沖島コンシェルジュとして案内対応や

仕組みづくり、SNS活用による関係人口の創出、沖島町離島振興推進協議会を

中心とした島内団体と連携した新たな魅力開発など幅広く行い、イベント企画

や情報発信を通じて協議会の活動を島内外へ広く発信し、住民主体の島づくり

を支援するとともに、将来的な自走化を見据えた持続可能な運営体制の構築を

図ります。 

   ＜主な活動例＞ 

・来島者への観光案内・問い合わせ対応 

・視察や研修の受入体制の仕組みづくり 

・SNS等を活用した情報発信 

・島の暮らしや文化を活かした体験プログラムの企画、運営補助 

・観光向け収益事業の検討 

・島内事業者や地域団体との連携調整 

・関係人口創出に向けた企画立案 

・協議会活動の運営支援、将来的な自走化に向けた運営体制づくり など 

   

2. 募集人数 

１名 

 

3. 募集対象者 

3-1．必須要件 

次のすべてを満たす方を対象とします。 

(ア) 20歳以上（2026年５月 1日時点）で概ね 45歳までの方 

(イ) 政令指定都市、3大都市圏または地方都市（過疎、山村、離島、半島の地域に

該当しない市区町村の区域）に在住の方で、生活の拠点を沖島島内に移すとと

もに住民票を異動することができる方 

※地域要件の詳細は、総務省「地域おこし協力隊」ウェブページ

（https://www.soumu.go.jp/chiikiokoshitai/documents/index.html）に掲

載されている「特別交付税措置に係る地域要件確認表」を確認してください。 

(ウ) 採用後、生活の拠点を沖島島内に移すとともに近江八幡市に住民票を異動する

ことができる方 

(エ) 協力隊の任期終了後、沖島島内に定住を考えている方 

(オ) 普通自動車運転免許を取得している方（採用の日までに取得見込を含む） 

(カ) 基本的なパソコン操作（Word、Excel、PowerPointなど）ができる方 

(キ) インターネット、SNSの知識を有している方 

(ク) 地域の特性を尊重し、地域とのコミュニケーションが図られる方 

(ケ) 沖島の振興に興味があり、熱意を持って活動する意思のある方 

(コ) 島民と来島者をつなぐ「島の窓口」として、沖島の魅力発信と交流促進に取り

組む意欲のある方 
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3-2．歓迎要件 

総務省が定める地域おこし協力隊推進要綱（令和８年３月５日総行応第４０号）

の高度専門⼈材については、必須ではありませんが、歓迎要件とします。 

（ア）宅地建物取引士等の不動産・建築関連資格を有する者 

（イ）中小企業診断士等の経営・マーケティングに関する資格を有する者 

（ウ）その他、高度専門人材と判断しうる資格・経歴 など 

 ※高度専門人材とは… 

  各地方自治体が特定の地域協力活動を遂行するにあたって、特に専門性の高いスキ

ルや豊富な社会経験を積んだ人材。 

 

4. 勤務条件 

(ア) 近江八幡市地域おこし協力隊設置要綱に基づき、市長が委嘱します。※市との

雇用関係はありません。 

(イ) 1か月の標準活動時間を 160時間とします。 

(ウ) １年間とします。ただし、初年度は委嘱した⽇から令和９年３月３１⽇までと

し、活動実績を踏まえて、隊員と市の合意のもと、委嘱した⽇から起算して最

⻑３年間まで期間を延⻑することができます。 

 

5. 報償費 

月額 ２４０，０００円（別途、期末手当有・想定年収 4００万円） 

※従事期間の実績により、期末手当（６月、１２月）を支給します。 

※3-2.歓迎要件に該当する場合または採用時に市が高度専門人材と判断した場

合は、月額２７１，０００円（別途、期末手当有・想定年収 4５０万円）とし

ます。 

※報償費は、所得税を源泉徴収して支払います。 

※市と雇用関係にないことから、所得税の年末調整は実施しません。自ら税務署

への確定申告が必要ですのでご了承ください。 

 ※初年度について、月途中で委嘱した場合は、日割り計算して支払います。 

 

6. 活動経費 

(ア) 活動に要する経費(活動旅費､消耗品費、研修会参加費等)は､別途､市の予算の

範囲内で､市と隊員が委託契約を締結し､その委託料の範囲で支出します｡ 

(イ) 活動期間中の住居の家賃については､３１,０００円を上限とし、上記(ア)の中

から支出することができます｡また､住居に係る初期費用､光熱水費､インター

ネットなどの通信料､転居に係る費用､生活備品等は隊員の自己負担となりま

す｡ 

(ウ) 活動期間中の国民健康保険料､介護保険料､国民年金保険料などは､隊員の自己

負担となります｡ 
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7. 活動地域 

近江八幡市 沖島 

 

8. その他の諸条件 

(ア) 活動に支障をきたさないことを条件に､兼業を認めることがあります。その場

合は事前に市へ届け出て､許可を得る必要があります｡ 

(イ) 活動期間中であっても次に定める場合は、委嘱を取り消す場合があります｡ 

  ①自己の都合により解任を申し出たとき 

  ②傷病､事故等により､活動が継続できなくなったとき 

  ③活動を怠ったとき 

  ④地域おこし協力隊の信用を傷つけ､又は市の不名誉となる行為を行うなど､

隊員としてふさわしくないと判断したとき 

 

9. 応募方法 

(ア) 応募期間 

2026年 5月 1３日（水）～６月２３日（火）必着 

(イ) 応募方法 

提出書類については、末尾記載の提出先へ持参、郵送または電子メールで提出

してください。電子メールの場合は、写真や添付書類が読取り可能なよう画質

を確保し、PDFファイル形式で送付してください。 

(ウ) 提出書類 

① 様式；近江八幡市地域おこし協力隊応募用紙 

② 活動提案書；任意様式、A4判 1枚程度 

テーマは、「沖島の地域活性化について、自分の能力をどう活かすか」につ

いて、志望動機を含めて記載してください。 

③ 住民票抄本 

なお、提出書類は返却しません。 

 

10. 選考の流れ 

(ア) 第一次選考（応募書類による選考） 

提出書類により選考します。 

応募者が少数の場合は、次の第二次選考とあわせて行う場合があります。 

結果については、2026年６月下旬に電子メールで通知します。 

(イ) 第二次選考（作文試験及び面接試験） 

第二次選考は、A「作文・面接(個人)」、又は、B「作文・面接(個人、集団討論)」

の何れかにより行います。Bについては、第二次選考受験者が一定数以上の場

合に実施します。 

日程については、第一次選考の結果をお知らせする際に通知します。（７月上

旬を予定） 

会場は、近江八幡市役所（近江八幡市桜宮町 236番地）を予定しており、面接
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に係る交通費等は自己負担となります。 

 

(ウ) 最終選考結果の通知 

上記の選考により近江八幡市地域おこし協力隊の候補者を決定し、概ね 2週間

以内に文書で通知します。委嘱の日については、令和８年８月以降を予定して

いますが、内定者と市で協議の上決定します。 

 

11. 募集に関する問い合わせ 

募集に関する問合せは、電子メールでお願いします。 

【応募書類の提出先・問合せ先】 

  近江八幡市役所 総合政策部 企画課 

    〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町 236番地 

     電話：0748-36-5527（平日 9:00～16:45） 

     メール：010202@city.omihachiman.lg.jp 

mailto:010202@city.omihachiman.lg.jp

